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添付書類：別紙 



別紙 

 

防衛研究所の在り方に関する検討について 

 

（趣旨） 

第１ 防衛研究所が防衛省唯一のシンクタンクとして、防衛省が直面する政策課題に適時

・適切に対応できる態勢をとり、政策立案部局を支援すること等により、その価値を更

に高めるためには、組織、業務等に関し不断の見直しを行う必要があることに加え、平

成３０年１２月に新たな防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画が決定されたことを踏

まえ、防衛研究所の在り方について検討を行う。 

 

（防衛研究所の在り方に関する検討委員会） 

第２ 防衛研究所の在り方について検討するため、防衛研究所の在り方に関する検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の構成は、以下のとおりとする。 

（１）委 員 長 所長 

（２）副委員長 副所長 

（３）委 員 研究幹事 

        企画部長（総括責任者） 

政策研究部長 

理論研究部長 

地域研究部長 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

３ 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を助け、委員長が不在の場合、その職務を代行する。 

５ 総括責任者は、委員長を助け、会務を整理する。 

６ 委員は、委員会に出席することが困難な場合には、代理の者を出席させるものとする。 

７ 委員長は、必要があると認めるときは、第２項に掲げる者以外の者を委員会に参加さ

せ、意見を述べさせることができる。 

８ 委員会の庶務は、企画部企画調整課において処理する。 

９ この通達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 

 

（検討項目） 

第３ 検討項目は別表のとおりとする。 

２ 委員は、検討項目の追加、修正等が必要と認めるときは、総括責任者の同意を得た上

で、委員長の承認を受けて、検討項目の追加、修正等を行うことができる。 

 

（検討責任者等） 

第４ 委員長は、検討項目ごとに、委員の中から検討責任者及び検討副責任者を指名する。 

２ 検討責任者は、総括責任者と調整しつつ、担当する検討項目の検討を行い、検討結果



を検討委員会に報告する責務を負う。 

３ 検討責任者は、自ら及び検討副責任者の組織に属する者を指名し、検討の補佐を行わ

せることができる。 

４ 検討項目ごとの検討責任者及び検討副責任者は別表のとおりとする。 

 

（検討スケジュール） 

第５ 毎年度１回以上、各検討項目の検討及び措置の状況に関する中間報告を取りまとめ

るものとする。 

２ 検討責任者は、担当する検討項目について結論を得た場合には、委員長に対し、委員

会を招集して、当該結論について審議することを求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

防衛研究所の在り方に関する検討における検討項目及び検討責任者等について 

 

検討項目 検討責任者 検討副責任者 

１ 安全保障教育の推進 

(1) 安全保障教育の推進 企画部長 政策研究部長、理論

研究部長及び地域研

究部長（以下「研究

３部長」という。） 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

２ 政策部門との連携の促進 

(1) 政策支援の強化 企画部長 研究３部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

３ 研究・政策支援実施体制の強化 

(1) 研究者の人事管理の在り方（採用・

キャリアパス）の再構築 

企画部長 研究３部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

(2) 研究者の研究能力及び政策支援実

施能力の向上 

政策研究部長 理論研究部長 

地域研究部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

企画部長 

(3) 政策部門（防衛政策局）への防衛研

究所研究者の配置の見直し 

企画部長 研究３部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

(4) 防衛研究所の体制（機構・定員）の

強化  

企画部長 研究３部長 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

４ 国内外の研究教育機関や大学・シンクタンク等とのネットワーク及び組織的な連

携の拡充 

(1) 防衛省内の研究教育機関との連携

等の強化 

企画部長 研究３部長 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

(2) 他省庁の機関を含む国内の研究教

育機関や大学・シンクタンク等との連

携等の強化 

企画部長 研究３部長 

教育部長 

戦史研究センター長 



特別研究官（政策シミュレーション担当） 

(3) 国外の研究教育機関や大学・シンク 

タンク等との連携等の強化 

企画部長 研究３部長 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

５ 防衛研究所の活動及び研究成果に関する情報発信の強化 

(1) 防衛研究所の活動及び研究成果に

関する情報発信の強化 

企画部長 研究３部長 

教育部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

６ 防衛研究所の教育課程等の充実 

（１）防衛研究所の教育課程等の充実 教育部長 企画部長 

研究３部長 

戦史研究センター長 

特別研究官（国際交流・図書担当） 

特別研究官（政策シミュレーション担当） 

 

 


